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第１条（目的） 

        本細則は安全管理規程の施行に関する細則を定める。 

 

第２条（輸送の安全に関する重点施策） 

        内部監査について 

          （目  的）   安全マネジメントの実施状況を点検することを目的とする。 

          （機  能）   輸送の安全確保の見地から運輸事業に係る業務を適正に把握し 

                     安全マネジメントの向上及び改善に寄与することにある。 

         （実施回数）  年1回以上とする。 

         （担当部署）  運輸事業部・観光バス事業部・運輸管理部及び監査室 

        （監査責任者） 安全統括管理者とする。 

         （監査対象）  運輸事業部・観光バス事業部・運輸管理部及び乗合・貸切・観光

全営業所とする。 

    ２  輸送の安全の確保に関する社内体制（組織）の構築 

        （１）  経営トップを起点とする連絡体制及び指揮命令系統並びに業務処理に 

              ついては別途組織図（別表1－１～４）の通りとする。 

        （２）  安全統括管理者が病気又は不在時は安全統括管理代務者が代務執行する。 

        （３）  営業所長は、現場における体制の長として輸送の安全の確保に関する 

              権限を有し、情報の連絡及び指揮命令に関わる行為を速やかに実行する。 

        （４）  乗務員及び運輸事業に携わる社員は上記連絡・指揮命令を受ける他、 

              常に安全の向上に資する技能等の向上に努め、安全な輸送の確保を行う。 

    ３  輸送の安全に関する教育及び研修の実施 

        （１）  運行管理者及び補助者教育：自動車事故対策機構主催講習会への受講 

        （２）  乗務員教育：年間計画による社内教育実施 

                （計画表は毎年別表にて作成とする：別表2） 

        （３）  指導乗務員研修：本社及び所轄営業所にて随時実施とする。 

        （４）  運輸事業部・観光バス事業部・運輸管理部社員への社内教育を随時実施

とする。 

        （５）  乗合バスに対する添乗指導の実施：運輸管理部管理課課員主体及び運輸

事業部課員による年間指導実施 



 

第３条（輸送の安全に関する目標） 

        安全管理規程に基づき輸送の安全に関する目標を下記の通りに定める。 

        （１）  目標は年度毎に設定する。 

        （２）  目標は会社全体及び営業所毎に設定する。 

        （３）  目標は別表にて毎年作成とする。（別表3） 

 

第４条（輸送の安全に関する計画） 

        （１）  運輸安全マネジメント会議の定期的開催 

        （２）  安全管理委員会の定期的開催 

        （３）  運輸安全マネジメント講習会の定期的開催 

        （４）  乗務員の年間教育の実施 

        （５）  車両代替による安全輸送の確保 

        （６）  法令遵守徹底に対するマニュアルの作成 

        （７）  事故防止委員会の定期的開催 

                ①  営業所での開催（毎月） 

                ②  本社での全体開催（４ヶ月毎） 

 

第５条（事故、災害等に関する報告連絡体制） 

        事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制は本細則第２条２項の定めと 

      同様とする。（別表１－１～４） 

 

第６条（情報の公開） 

        安全管理規程に基づき毎年度外部に公表するものとし 下記の通りに定める。 

        （１）  公表手段としてホームページに掲載する。 

        （２）  情報管理は運輸事業部、観光バス事業部及び運輸管理部を主管部署とす

る。 

        （３）  その他緊急時を含め公開に当たっては、安全統括管理者の指示に従う 

              ものとする。 

 

第７条（輸送の安全に関する記録の管理等） 

        安全管理規程については業務の実態に応じ適時適切に見直しを行うとあるが記録 



      の管理・保存の方法を含め下記の通りに定める。 

        （１）  安全管理規程及び本細則の見直しについては安全統括管理者の指揮              

命令の下、運輸事業部、観光バス事業部及び運輸管理部所属課長職位以上

の合議にて行うこととする。 

        （２）  規程承認に当たっては当社規程管理規程に基づき取締役会の決裁とする。 

        （３）  輸送の安全に関する会議議事録については会議主管部署にて記録及び 

              ３年間保存とする。 

        （４）  内部監査結果書類は運輸管理部にて記録し 安全統括管理者が３年間 

              保存とする。 

        （５）  各営業所での輸送の安全に関する記録は各営業所にて３年間保存のうえ 

              一部を本社管理課に提出とする。 

 

第８条（附 則） 

        本細則の改廃は、規程管理規程の定めるところによる。 

    ２  本細則は平成２６年３月１日より施行する。 



（別表１－１） 

安全マネジメント社内連絡体制表 

 

 経営トップ  

 

 

安全統括管理者 

 

  

                           運輸事業部長 

  （最終的報告）     

           

    関 東 運輸局             運輸管理部長      

    関係運輸支局  （一次報告） 

関係バス協会 

                                                                     

                           運輸管理部 次長               グループ会社       

                               

 

  整 備 課 長               運輸管理部管理課長          関 係 課 長 

 

                            営  業  所  長          応援営業所長 

 

 

                     営業所運行管理者・営業所整備管理者 

                   

 

 

運行管理補助者・整備管理補助者 

       

 

 

                            乗務員              警察署・消防署 

                                                  

総務部長・運輸事業部次長 

（安全統括管理代務者） 



（別表１－２） 

事故災害対策本部設置要領  

◎事故災害に対処する為の対策本部を本社に設置する。 

 

対 策 本部長  ｛経営トップ｝ 

 

 

対策副本部長  ｛安全統括管理者｝ 

 

 

本   部   付  ｛運輸事業部長・運輸事業部次長・ 

総務部長・総務部次長・総務課長・総務課員｝ 

 

 

      関係官庁対応班   ｛業務課長・業務課員・管理課員｝ 

 

      広    報    班    ｛広報課長・広報課員｝ 

 

      情 報 収 集 班    ｛運輸事業部次長・運行課長・運行課員｝                       

 

 

      被 害 者 対策班   ｛運輸管理部次長・管理課長・労務課長・管理課員・労務課員｝ 

 

 

      車    両    班    ｛整備課長・整備課員｝ 

 

      現 地 対 策 班    ｛運輸管理部長・営業所長・技工長・営業所員・ 

 応援営業所長・運輸企画課員｝ 

 

                                                     



（別表１－３） 

動  員  体  制 

（１）運輸事業部 

 

   ① 乗合 

    イ・一般路線・高速バスで発生した場合は、部長、次長、運行課・業務課

運輸企画課の課長、課長補佐、係長、運行課・業務・運輸企画課員 

 

   ② 観光  

    イ・観光バスで発生した場合は、部長、次長、運行課・業務課・運輸企画

課の課長、課長補佐、係長、営業課員 

 

   ③ 運輸管理部 

    イ・部長以下管理課・整備課員全員 

 

   ④ 当該営業所 

    イ・事務所は所長以下全員 

    ロ・工場は技工長・技工 

 

（２） 総務部 

    イ・部長、次長、総務課・労務課の課長、総務課・労務課課員 

 

（３） 広報課 

    イ・課長以下広報課員全員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     （別表１－４） 

業 務 処 理 要 領 

本    部    付 

○ 対策本部長を援け、各班との情報収集、連絡応答にあたる。 

 

関係官庁対応班 

① 情報収集班と連携を密にし、情報収集に努める。 

② 関東運輸局や所轄運輸支局に状況を速やかに適宜報告。 

③ 関係バス協会にも状況を速やかに報告。 

広    報    班 

① 報道関係全般を担当。 

② 報道機関への連絡、途中経過の発表内容、発表のタイミングの検討や準備を 

   行う。 

③ 重要な情報を整理し、対策本部長との連絡調整を行い、記者会見を開催。 

情 報 収 集 班 

① 全ての班との連絡を密にし全ての情報を集中させ、その情報を整理する。 

② 事件の経過を時系列的に全てを記録に残す。 

③ 各警察の対策本部、消防署、道路管理者、との連絡応答。 

被 害 者 対策班 

① 情報収集班・現地対策班と連携を密にして、被害者である乗客やその家族の 

   情報収集に努めると共に、家族に現状況を報告。 

② 家族のホテルや乗車券の手配等を実施。 

③ 解放された乗客や家族に対するお見舞い。 

車    両    班 

① 救援車両や家族を現地に送る車両の手配・準備。 

② 現地に派遣する為の整備要員や必要工具の準備。 

③ 被害車両の構造面の情報把握。 

 

現 地 対 策 班 

① 所轄の警察署と連携を密にし、情報収集に努める。 

② 事件の推移により、現地対策班が複数設置される場合もあるが、互いに連絡 

   し情報交換を実施。 

③ 情報は速やかに対策本部の情報収集班へ報告し、常に連絡・調整を行う。 

 

 



告示関連項目

（別紙参照）

〃

35分

（1）－⑤
旅客が乗降するときの安全を確保する
ために留意すべき事項

○乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれた等の交通事故の事例を説
明し、旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して当該装置を適切に操作することの必要性を理
解させる。
○旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項を指導する

〃 〃 〃

○加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作
を行ったことにより旅客が転倒した等の交通事故
の事例を説明し、これらの装置の急な操作を可能
な限り避けることの必要性を理解させる。

○シートベルトが備えられた座席においてはシー
トベルトの着用を徹底させること等乗車中の旅客
の安全を確保するために留意すべき事項を指導す
る

机　上
（視聴覚教材・
グループ討議）

〃 〃 〃

実施場所

〃

教育者

〃 〃 〃

令和6年度　乗合・貸切運転士年間教育計画
令和6年4月1日

１．定期教育内容
NO.1

教育項目 教育内容（共通・乗合） 所要時分教育内容（貸切） 形　態 対　象

（1）－① 事業用自動車を運転する場合の心構え

○主として運行する経路の状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項
○交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は
接触するおそれがあったと認識した事例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明し、理解させる

〃

○自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死
角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行す
る場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。
以下同じ。)、制動距離等を確認させ、これらが
車両により異なることを理解させ、これらを把握
していなかったことに起因する交通事故の事例を
説明することにより事業用自動車の構造上の特性
を把握することの必要性を理解させる

○長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎ
ると、フェード現象等によりブレーキが効かなく
なる危険性がある為、エンジンブレーキや補助ブ
レーキの併用をする等の適性な運転操作を理解さ
せる。

○旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を安全、確実に輸送することが社会的使命であること
○事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の運転者の
運転に与える影響の大きさ
○事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることが使命

机　上
（講義）

〃

〃

45分

（1）－⑩ 健康管理の重要性
○疾病が交通事故の要因となるおそれがあること。
○定期的な健康診断の結果等に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理を行うこ
との重要性。

〃

〃

事業用自動車の運行の安全及び旅客の安
全を確保するために遵守すべき基本的事
項

○道路運送法、道路交通法、道路運送車両法に基
づき遵守すべき事項、遵守することの重要性を理
解させる。

○運行指示書の遵守 〃

〃

営業所会議室

〃

運転者の運転適性に応じた安全運転

○長時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気が身体に与える影響等の生理的要因及び慣
れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあること。
○事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間。
○飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する

〃 〃

〃

交通事故に関わる運転者の生理的及び心
理的要因並びにこれらへの対処方法

〃

〃 〃

〃（1）－②

（1）－⑪

○適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行動の特性
を自覚させる
○運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う

〃

（1）－④
乗車中の旅客の安全を確保するために留
意すべき事項

〃

運行管理者

〃
安全性の向上を図るための装置を備える
事業用自動車の適切な運転方法

〇安全性の向上を図るための装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおあ
おれがあることを説明する等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる。

（1）－⑦
危険の予測及び回避並びに緊急時におけ
る対応方法

○危険予知訓練の手法等を用いて理解させる
○事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法

〃

（1）－⑧

（1）－⑨

〃

ドライブレコーダーの記録を利用したヒ
ヤリハット体験等の自社内での共有

○ドライブレコーダーの記録のうち告示関連項目
（2）－①（別紙参照）の場合に係るものを自社
内の当該運転者以外の運転者に対する指導及び監
督に活用し、当該指導及び監督を効果的に行う

〃 〃（2）－②

〃

〃

〃

〃 〃

（1）－③ 事業用自動車の構造上の特性
実　地
机　上

（視聴覚教材)
全運転士 車庫内・営業管内

（1）－⑥
主として運行する路線若しくは経路又は
営業区域における道路及び交通の状況

〃

〃 〃

100分



告示関連項目

（別紙参照）

※各営業所ごとに受講予定名簿あり

（講習 3回）

（講習 5回） （講習 6回）

1日～月末 1日～月末

9名 15名

（講習 4回） （講習 8回） （講習 6回）

1日～月末 1日～月末 1日～月末

1日～月末 1日～月末 1日～月末

16名

12名 24名 18名

（講習 4回） （講習 8回） （講習 8回）

32名 16名

（講習 4回） （講習 8回） （講習 4回）

（講習 7回）

1日～月末 1日～月末 1日～月末

16名 32名 32名

（講習 4回） （講習 8回）

（講習 5回） （講習 5回） （講習 5回）

1日～月末 1日～月末 1日～月末

1日～月末 1日～月末 1日～月末

4名

10名 10名 10名

（講習 2回） （講習 5回） （講習 5回）

1日～月末 1日～月末 1日～月末

1日～月末 1日～月末 1日～月末

1日～月末 1日～月末

（個人指導）
→ → →→ → →→

1日～月末1日～月末 1日～月末 1日～月末

（講習 2回）

10名 10名

（講習 2回）

→

（講習 2回） （講習 2回）

4名 4名 4名

○告示関連項目（2）－①（別紙
参照）に対する教育

随　時
→ → →

4名飯能営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末

（講習 2回） （講習 3回） （講習 2回） （講習 2回） （講習 2回）

1日～月末 1日～月末

6名 4名 7名 4名 4名

1日～月末1日～月末

（講習 3回） （講習 5回）

1日～月末 1日～月末

6名

（講習 7回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 6回） （講習 6回） （講習 5回） （講習 2回）

1日～月末 1日～月末

20名 15名 15名 18名 17名 15名

（講習 4回） （講習 4回） （講習 4回） （講習 4回）

西浦和営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

20名 16名 16名 16名 16名

（講習 6回） （講習 4回） （講習 4回） （講習 5回） （講習 5回）

24名

（講習 3回）

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

24名 16名 16名 20名さいたま東営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

12名 20名

（講習 9回） （講習 7回） （講習 7回） （講習 8回） （講習 3回） （講習 4回）

1日～月末

27名 21名 21名 24名 9名 12名鳩ヶ谷営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

川口営業所 4名

（講習 7回） （講習 6回） （講習 4回） （講習 7回） （講習 5回） （講習 1回）

1日～月末 1日～月末

28名 24名 16名 28名 19名

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末1日～月末 1日～月末 1日～月末

（講習 8回） （講習 7回） （講習 7回）

32名 28名 26名戸田営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末

（講習 7回） （講習 8回） （講習 7回） （講習 7回） （講習 7回） （講習 7回）

1日～月末

14名 16名 14名 14名 14名 14名赤羽営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

8名 16名 14名

6名

（講習 5回） （講習 8回） （講習 6回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 3回）

1日～月末 1日～月末

10名 16名 12名 10名 10名 10名 10名

（講習 1回）

志村営業所

1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末 1日～月末

練馬営業所

1日～月末

10名 3名

（講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回） （講習 5回）

10名 10名 10名 10名 10名 10名

1日～月末 1日～月末

4名 14名

1日～月末 1日～月末 1日～月末

11名 11名

（講習 2回） （講習 7回） （講習 5回） （講習 5回）

池袋営業所 8名 13名 14名 4名

1日～月末

（講習 6回） （講習 7回）（講習 4回）

令和6年 令和7年

8月

ドライブレコーダーの記録を利用した運
転者の運転特性に応じた安全運転

10月

（2）－①

9月 3月11月6月 7月 12月 1月

○運転者自身の運転特性を把握させた上で、必要
な指導を行う

机　上
（ドライブレ
コーダーの活

用）

対象運転士 営業所会議室

2．定期教育実施予定

教育内容（貸切） 形　態 対　象 実施場所

2月

NO.2

教育者 所要時分

運行管理者 30分

1日～月末

4月 5月

１．定期教育内容

教育項目 教育内容（共通・乗合）



告示関連項目

（別紙参照）

(1)－⑨

(1)－⑪
安全性の向上を図るための装置を備える
事業用自動車の適切な運転方法

○安全性の向上を図るための装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因と
なるおあおれがあることを説明する等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解
させる。

〃 〃 〃

車庫内・営業管内

〃

〃

〃

45分

〃

〃 〃

〃

10分

(1)－③ 事業用自動車の構造上の特性

○自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを
通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)、制動距離等を確認さ
せ、これらが車両により異なることを理解させ、これらを把握していなかったことに起因
する交通事故の事例を説明することにより事業用自動車の構造上の特性を把握することの
必要性を理解させる
○長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、フェード現象等によりブレーキが
効かなくなる危険性がある為、エンジンブレーキや補助ブレーキの併用をする等の適性な
運転操作を理解させる。

実　地 〃

(1)－⑥
主として運行する路線若しくは経路又は
営業区域における道路及び交通の状況

○主として運行する経路の状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するために留意すべ
き事項
○交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と
衝突又は接触するおそれがあったと認識した事例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説
明し、理解させる

〃 〃

〃

〃

危険の予測及び回避並びに緊急時におけ
る対応方法

○危険予知訓練の手法等を用いて理解させる
○事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法

〃

〃 20分

(1)－⑦ 〃

〃 10分

(1)－⑤
旅客が乗降するときの安全を確保する
ために留意すべき事項

○乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれた等の交通事故の
事例を説明し、旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して当該装置を適切に操作する
ことの必要性を理解させる。
○旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項を指導する

〃 10分

○疾病が交通事故の要因となるおそれがあること。
○定期的な健康診断の結果等に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理
を行うことの重要性。

(1)－④
乗車中の旅客の安全を確保するために留
意すべき事項

○加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行ったことにより旅客が転倒した等の
交通事故の事例を説明し、これらの装置の急な操作を可能な限り避けることの必要性を理
解させる。
○シートベルトが備えられた座席においてはシートベルトの着用を徹底させること等乗車
中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項を指導する

〃 〃

〃(1)－⑩ 健康管理の重要性

10分

〃 〃 〃 10分

交通事故に関わる運転者の生理的及び心
理的要因並びにこれらへの対処方法

○長時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気が身体
に与える影響等の生理的要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の
心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあること。
○事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間。
○飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する

〃 〃 〃 〃

〃 10分

(1)－⑧ 運転者の運転適性に応じた安全運転
○適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行
動の特性を自覚させる
○運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う

〃 〃 〃 〃 10分

(1)－②
事業用自動車の運行の安全及び旅客の安
全を確保するために遵守すべき基本的事
項

○道路運送法、道路交通法、道路運送車両法に基づき遵守すべき事項、遵守することの重
要性を理解させる。

〃 〃 〃

令和6年4月1日
令和6年度　高速バス選任運転士年間教育計画

教育実施期間 教育項目 教育内容（共通・乗合） 形　態 対　象

1．定期教育

実施場所 教育者

NO.1

所要時分

15分

7月中旬～2月下旬

(1)－① 事業用自動車を運転する場合の心構え

○旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を安全、確実に輸送することが社
会的使命であること
○事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の
運転が他の運転者の運転に与える影響の大きさ
○事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となる
ことが使命

机　上
（講義）

全選任運転士 営業所会議室 運行管理者



［別紙］　　旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 国交省告示1676号 改訂

（１）　旅客自動車運送事業者による指導及び監督の内容

⑩ 健康管理の重要性

○疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを理解させる
○定期的な健康診断等の結果、心理的な負担の程度を把握するための検査の結果等
に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理
解させる

・疾病により起因した事故事例を説明

⑪
安全性の向上を図るための装置を備え
る事業用自動車の適切な運転方法 ○装置を備える事業用自動車の適切な運転方法を理解させる

・当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについ
ての説明

⑧
運転者の運転適性に応じた
安全運転

〇適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運
転行動の特性を自覚させる

・運転者自らの運転行動の特性を自覚させるよう説明
・運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う

⑨
交通事故に関わる運転者の
生理的及び心理的要因並び
にこれらへの対処方法

○長時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気、
飲酒が身体に与える影響等の生理的要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による
集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあることを理解させる
〇事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を理解させる

・生理的要因または心理的要因に起因した事故事例を説明
・運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるよう指導する
・飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する

⑥
主として運行する路線若しく
は経路又は営業区域におけ
る道路及び交通の状況

○主として運行する経路の状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するために留意
すべき事項

・旅客運送事業の運転者にあっては、主として運行する経路をあらかじめ把握させる
・交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝
突又は接触するおそれがあったと認識した事例（いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」）を説明

⑦
危険の予測及び回避並びに
緊急時における対応方法

〇強風、豪雪等の悪天候が運転に与える影響
○加速装置、制動装置及びかじ取り装置の急な操作を行うことにより旅客が転倒する等
の危険
○乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれる等の危険
○右左折時における内輪差及び直前、後方及び左側方の視界の制約
〇旅客の指示があったとき又は旅客を乗車させようとするときの急な進路変更又は停止
に伴う危険等の事業用自動車の運転に関して生ずる様々な危険
○事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法

・危険予知訓練の手法等を用いて理解させるとともに、危険を予測し、回避するための自らへの注意喚起の手法と
して、指差呼称及び安全呼称を行う習慣を体得させる
・緊急時における制動装置の急な操作に係る技能の維持のため、実際に運転する事業用自動車と同一の車種区
分の自動車を停止状態で用いて制動装置の急な操作方法について指導する
・負傷者の救護、道路における危険の防止、乗客の安全の確保、警察への報告、会社への報告を行わなければ
ならないこと
・気象等に関する情報を収集・把握することや、あらかじめ災害に遭遇した際の対応方法を把握させる

④
乗車中の旅客の安全を確保
するために留意すべき事項

○加速装置、制動装置及びかじ取り装置の急な操作を可能な限り避けることの必要性
・これらの装置の急な操作を行ったことにより、旅客が転倒した等の交通事故の事例を説明
・走行中は旅客を立ち上がらせないこと及びシートベルトが備えられた座席においては、シートベル
トの着用を徹底させること等乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項を説明

⑤
旅客が乗降するときの安全を
確保するために留意すべき
事項

○旅客が乗降するときには旅客の状況に注意して当該装置を適切に操作することの必
要性
○旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項

・乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客が扉にはさまれた等の交通事故の事例を説明
・周囲の道路及び交通の状況に注意して安全な位置に停車させること及び旅客の状況に注意して発車させること
を説明

②
事業用自動車の運行の安全及び
旅客の安全を確保するために遵
守すべき基本的事項

○道路運送法、道路交通法、道路運送車両法に基づき遵守すべき事項、遵守すること
の重要性を理解させる（運行指示書の遵守を含む）

・各法令の遵守すべき事項を説明（貸切バスの運転者にあっては、運行指示書の遵守含む）
・各法令から逸脱した方法や姿勢による運転をしたこと及び日常点検を怠ったことに起因する交通事故の事例を説明
・事故を引き起こした旅客自動車運送事業者及び運転者に対する処分並び、加害者、被害者その他の関係者に与える心理的影響
を説明

③ 事業用自動車の構造上の特性
○自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差（右左折する場合又は
カーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。）及び制動距
離等を確認させ、これらが車両により異なることを理解させる

・事業用自動車の構造上の特性を把握していなかったことに起因する交通事故の事例を説明
・事業用自動車の構造上の特性を把握することの必要性を理解させる

平成30年6月1日

項　　目 指　　導　　内　　容 指　　導　　方　　法

①
事業用自動車を運転する場
合の心構え

○事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運
転者が他の運転者の運転に与える影響の大きさを理解させる

・旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客の安全、確実に輸送することが社会的使
命であることを説明
・事業用自動車による交通事故の統計を用いて説明
・事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることが
使命であることを説明



［別紙］　　旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 国交省告示1676号 改訂

（２）　一般貸切運送事業者における指導及び監督の内容

②
ドライブレコーダーの記録を
活用したヒヤリ・ハット体験等
の自社内での共有

○ドライブレコーダーの記録のうち（2）①の場合に係るものを自社内の当該運転者以外
の運転者に対する指導及び監督に活用する。

・グループワークの手法を用いて指導を行う

平成30年6月1日

項　　目 指　　導　　内　　容 指　　導　　方　　法

①
ドライブレコーダーの記録を
利用した運転者の運転特性
に応じた安全運転

○加速装置、制動装置及びかじ取り装置の急な操作の有無の確認
○車間距離の保持、その他の法令の遵守状況の確認
　（ヒヤリハット体験の報告があった場合、苦情申出のうち運転に係わるものがあった場
合、事故報告に該当する事故が発生した場合）

・運転者に自身の運転特性を把握させ、指導を行う



告示関連項目

（別紙参照）

〃 〃

令和6年9月16日

↓

令和6年9月30日

○運行指示書の遵守

○日常点検の重要性

〇日常点検を怠ったことによる事故事例

エコドライブについて 〇エコドライブの実施方法 〃 〃

主として運行する路線若しくは経路又は営

業区域における道路及び交通の状況

○主として運行する経路の状況を踏まえ、事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項

○交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそれ

があったと認識した事例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明し、理解させる

（1）－⑥ 〃 〃 〃 〃

事業用自動車を運転する場合の心構え

（自動車事故統計表の活用）

令和6年度 観光運転士年間教育計画 令和6年2月13日

１．全体教習（前期）
NO.1

教育実施期間 教育項目 教育内容（貸切・共通） 教育内容（乗合） 形 態 対 象 実施場所 教育者 所要時分

〃 〃

〃

○旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を安全、確実に輸送することが社会的使命であること

○事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の運転者の運転

に与える影響の大きさ

○事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることが使命

（1）－①
机 上

（講義）
全乗務員 営業所会議室 運行管理者

〃

〃 〃 〃

〃

交通事故に関わる運転者の生理的及び

心理的要因並びにこれらへの対処方法

○⾧時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気が身体に与える影響等の生理的

要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがある

こと。

○事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間。

○飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する。

（1）－⑨ 〃 〃

事業用自動車の運行の安全及び旅客の

安全を確保するために遵守すべき基本

的事項

（1）－② 〃 〃 〃

事業用自動車の構造上の特性

○自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前

輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)、制動距離等を確認させ、これらが車両により異なることを理解させ、

これらを把握していなかったことに起因する交通事故の事例を説明することにより事業用自動車の構造上の特性を

把握することの必要性を理解させる

（1）－③ 〃 〃

乗車中の旅客の安全を確保するために

留意すべき事項

○シートベルトが備えられた座席においてはシートベル

トの着用を徹底させること等乗車中の旅客の安全を確保

するために留意すべき事項を指導する

○加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行っ

たことにより旅客が転倒した等の交通事故の事例を説明

し、これらの装置の急な操作を可能な限り避けることの

必要性を理解させる。

（1）－④ 〃

〃

ドライブレコーダーの記録を利用しヒヤリ

ハット体験等の自社内での共有

○ドライブレコーダーの記録のうち告示関連項目

（2）－①（別紙参照）の場合に係るものを自社内の当該

運転者以外の運転者に対する指導及び監督に活用し、当

該指導及び監督を効果的に行う

（2）－② 〃 〃 〃 〃

健康管理の重要性
○疾病が交通事故の要因となるおそれがあること。

○定期的な健康診断の結果等に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理を行うことの重要性。
（1）－⑩ 〃 〃 〃

140分

〃

危険の予測及び回避並びに緊急時に

おける対応方法
○制動装置の急な操作方法 （1）－⑦ 〃 〃 〃 〃

事業用自動車の構造上の特性

○自らの運転する事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前

輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)、制動距離等を確認させ、これらが車両により異なることを理解させ、

これらを把握していなかったことに起因する交通事故の事例を説明することにより事業用自動車の構造上の特性を

把握することの必要性を理解させる

（1）－③ 実 地 〃 車庫内・営業管内



告示関連項目

（別紙参照）

○運行指示書の遵守

○道路運送法、道路交通法、道路運送車両法に基づき遵守すべき事項、遵守することの重要性を理解させる

〃

エコドライブについて 〇エコドライブの実施方法 〃 〃 〃 〃

安全性の向上を図るための装置を備える事

業用自動車の適切な運転方法

〇安全性の向上を図るための装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることを

説明する等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる
（1）－⑪ 〃 〃 〃

〃

健康管理の重要性

〃

〃

交通事故に関わる運転者の生理的及び心理

的

要因並びにこれらへの対処方法

○⾧時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気が身体に与える影響等の生理的

要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがある

こと

○事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間

○飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する

（1）－⑨ 〃 〃 〃

○疾病が交通事故の要因となるおそれがあること

○定期的な健康診断の結果等に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な心身の健康管理を行うことの重要性
（1）－⑩ 〃 〃 〃

ドライブレコーダーの記録を利用しヒヤリ

ハット体験等の自社内での共有

○ドライブレコーダーの記録のうち告示関連項目

（2）－①（別紙参照）の場合に係るものを自社内の当該

運転者以外の運転者に対する指導及び監督に活用し、当

該指導及び監督を効果的に行う

〃 〃

旅客が乗降するときの安全を確保する

ために留意すべき事項

○乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により旅客が扉にはさまれた等の交通事故の事例を説明し、旅客が乗

降するときには旅客の状況に注意して当該装置を適切に操作することの必要性を理解させる

○旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項を指導する

（1）－⑤ 〃 〃

危険の予測及び回避並びに緊急時に

おける対応方法

○危険予知訓練の手法等を用いて理解させる

○事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法
（1）－⑦ 〃

〃 〃 〃

運行管理者

100分

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃 〃

〃

（2）－② 〃

運転者の運転適性に応じた安全運転
○適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させる

○運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う
（1）－⑧ 〃

令和6年2月13日

２．全体教習（後期）
NO.2

実施場所 教育者 所要時分教育項目 教育内容（貸切・共通） 教育内容（乗合） 形 態 対 象

全乗務員 営業所会議室

教育実施期間

乗車中の旅客の安全を確保するために留意

すべき事項

○シートベルトが備えられた座席においてはシートベル

トの着用を徹底させること等乗車中の旅客の安全を確保

するために留意すべき事項を指導する

○加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作を行っ

たことにより旅客が転倒した等の交通事故の事例を説明

し、これらの装置の急な操作を可能な限り避けることの

必要性を理解させる

（1）－④ 〃

令和7年3月16日

↓

令和7年3月31日

事業用自動車を運転する場合の心構え

（自動車事故統計表の活用）

○旅客自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、旅客を安全、確実に輸送することが社会的使命であること

○事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の運転者の運転

に与える影響の大きさ

○事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることが使命

（1）－①
机 上

（講義）

事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全

を確保するために遵守すべき基本的事項
（1）－② 〃



1名 実施予定

1名 実施予定

1名 実施予定

16 (火) 16 (木) 17 (月) 16 (火) 16 (金) 17 （火） 16 (水) 18 (木) 16 (月) 16 (木) 17 (月) 17 (木)

1 (水) 30 (木) 1 (月) 30 (火) 30 (金) ２ (水) 30 (水) ２ (月) ６ (月) 30 (木) 4 (火) 1 (火)

1名 実施予定

1名 実施予定 1名 実施予定 1名 実施予定

1名 実施予定

4名 実施予定 4名 実施予定

※

苦情・事故惹起者に対する教育

           ※（2）①
随時 → → → → →

普通救命講習は3年に1度実施

→ → → → → →

実 施

普通救命講習 実 施

実 施

実 施

安全中央研修所研修（55歳到達時）

事故惹起者小集団活動

（事故惹起者対象）

→ → →

外部施設研修（入社5年後）

外部施設研修（中堅層）

→ →

安全中央研修所研修（入社2年後）

(金)
（事故・第1ステップ者）

ドライブレコーダーの記録を

利用した運転特性に応じた

安全運転 ※（2）①
随時 → → → → → →

(金) 15 (水) 14 (金) 14(金) 15 (火) 15 (金) 13(金) 12 (金) 15 (木) 13
本社特別教育

15 (月) 15 (水) 14

→ → → →

（受診計画に基づく）

受講者の診断結果に基づく指導 受講者指導 → → → →

→ → → → → →
適性診断の受診 ※(1)⑧

受診促進 → →

～ ～ ～ ～

ゴールド(60歳)運転士研修 （1名）

プラチナ(65歳)運転士研修 （1名）

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ(68歳)運転士研修 （1名）

新任運転士研修
～ ～

（11日間実施）

～

1月 2月 3月

～ ～ ～～ ～

４．その他
令和6年 令和7年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

120分

運行経路確認 乗降場所確認 実 地 入社1年目 運行経路 指導運転士 （実車研修）

指導運転士・技工⾧ 120分

令和6年4月～11月 高速バス運転士選任前研修
乗車券取り扱い 高速バス乗務員の心得 机 上 入社1年目 営業所内 運行・業務課

実施場所 教育者 所要時分

令和6年6月～12月 車両構造の把握 タイヤと車両構造 タイヤ交換方法など 実 地 入社1年目・3年目の運転士 車庫内

雪道 指導運転士 （実車訓練）

教育実施期間 教育名 教育項目 教育内容 形態 対象

令和7年1月～

令和7年2月

雪上トライアル

（夜行一泊1回）
雪道走行 安全走行のための基本操作 〃 〃 (3年目 状況に応じて)

冬季道路の走行要領と事故防止 危険箇所と走行方法と事故事例 〃 〃 (2年目 状況に応じて) 車内 所⾧・副所⾧ 30分

タイヤチェーン タイヤチェーンの脱着方法 実 地 独車後3シーズン（１年目必須）

30分

高速道路の走行要領 安全走行のための基本操作と走行方法 〃 〃 高速 指導運転士 （実車訓練）

車庫内・現地 指導運転士 120分

令和6年6月～12月 高速走行トライアル
高速道路での事故防止 走行上の注意と事故事例 実 地 独車5年目の運転士

車内・現地 所⾧・副所⾧ 30分

山道での走行要領 安全走行のための基本操作と走行方法 〃 〃 山道 指導運転士 （実車訓練）
令和6年6月～12月 高速走行・箱根トライアル

山間部での事故防止 走行上の注意と事故事例 実 地 独車1年目・3年目の運転士

車内・現地 所⾧・副所⾧

所要時分

令和6年4月～令和7年3月

独車後、随時
高速走行・日光トライアル

山間部での事故防止 走行上の注意と事故事例 実 地 独車半年以内の運転士 車内・現地 所⾧・副所⾧ 30分

山道での走行要領 安全走行のための基本操作と走行方法 〃 〃 山道 指導運転士 （実車訓練）

３．トライアル

教育実施期間 教育名 教育項目 教育内容 形態 対象 実施場所 教育者



（別表 3）
輸送の安全に係るＰＤＣＡサイクル

輸送の安全に関する目標

（1）目標年度：令和6年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（2）目 標

① 運輸グループ安全目標

・重大人身事故3件以内

・健康起因による事故0件

② 事故抑止目標

乗合：発進時・ドア開閉時の車内事故5件以内

：自転車・電動キックボード利用者との事故4件以内

観光：有責人身事故0件

：静止物への接触事故5件以内

安全方針・重点施策等の策定

計画に基づいた施策の展開

内部監査による有効性の確認

（計画）

（実施）

（評価）

（見直し）

経営トップによる見直し
マネジメントレビュー

PDCAサイクルの繰り返しによる


